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 標記キャンペーンのスローガンの募集につきましては、全国から約５,５００通の応募があり、

選考委員会にて厳選なる審査を行った結果、下記のスローガンが平成２９年度のキャンペーン・ス

ローガンとして決定しましたのでお知らせいたします。 

 

《スローガン》 

『マイカーも 働きすぎは 要チェック』 
 

 

 

 

標記検定が実施されます。 

指定整備工場においては、騒音計有効期間（前回検定から５年間）の確認を行い、該当する場合は必

ず検定を受けられますよう、お知らせいたします。 

検定の有効期限を越えてしまいますと、指定整備が行えませんのでご注意下さい。また、振興会

でのお預かりもできませんのでご了承ください。 

 

１．日 時  平成２９年５月２４日（水）１０：００～１５：００ 

                        （受付 10:00～14:00） 

２．場 所  (一社)山梨県自動車整備振興会 実習場 

３．実施者  （一財）日本品質保証機構 計量計測センター 

       TEL 042-679-0147 

４．検定料  １８,３００円 

騒音計の裏側 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〓業界情報〓 

騒音計の検定について（指定工場の皆様へ） 

平成２９年度マイカー点検キャンペーン・スローガンの決定について 
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～６月１日(木)～６月３０日(金)の１ヶ月間は「不正改造車排除強化月間」～ 

「不正改造車を排除する運動」の実施に関する国土交通省の通達がありましたので、お知らせ致

します。平成２９年度においても、全国的に不正改造車の排除のための諸活動になお一層強力に取

り組むよう本運動の趣旨・実施事項等を踏まえ、ご協力をお願いします。 

なお、本運動のポスターと不正改造車排除マニュアルを、会員の皆様に配布いたしますのでご活

用下さい。 

【目的】 

我が国の自動車保有台数は、平成28年12月末現在で8,160万台を超えており、自動車が国民生活

にとって欠かすことのできない移動・輸送手段となっている。一方、昨年の交通事故による死者数

は3,904人、負傷者数は62万人と減少しているものの、依然として多くの方が被害に遭われている

厳しい状況が続いている。なお、負傷者の中には、本人と家族の人生を一変させるほどの重度の後

遺障害を負う人もなお多い状況である。 

また、我が国の大気汚染環境については、近年環境基準の達成状況に改善傾向がみられるものの、

二酸化窒素（NO2）及び浮遊粒子状物質（SPM）の環境基準が達成されていない地域が依然として残

っている状況にある。 

さらに、自動車交通騒音に係る環境基準達成状況についても、近年、全体としては緩やかな改善

傾向であるものの、幹線道路に近接する空間においては改善すべき余地が依然として大きく、未だ

苦情も寄せられている状況にある。 

このような中、暴走行為、過積載等を目的とした不正改造車については、安全を脅かし道路交通

の秩序を乱すとともに、排出ガスによる大気汚染、騒音等の環境悪化の要因となっていることから、

社会的にもその排除が強く求められている。 

特に、部品の取付けや取外しによって保安基準に適合しなくなっても、違法であるとの認識のな

いままに改造を行っている自動車使用者や、その意を受けて車検時には基準適合していても車検後

に部品の取付けや取外しをする不正改造や検査での合格を強要する悪質な事業者もいる状況であ

る。また、本年2月15日、京都府警において、速度装置の改変を行う部品を販売した被疑者を同装

置の不正改造ほう助の容疑で逮捕するという事案も発生しているところである。 

このため、「不正改造車を排除する運動」を全国的に展開することにより、不正改造についての

認知度を高め、車両の安全確保・環境保全を図り、国民の安全・安心の確保を確実に実現する。 

【実施事項】 

１．重点排除項目 

(１)前面ガラス並びに運転者席及び助手席の窓ガラスへの着色フィルム等の貼付 

（貼付状態で可視光線透過率70％未満） 

(２)前面ガラスへの装飾板の装着 

(３)直前直左の周辺状況を確認するための鏡、又はカメラ及び画像表示装置の取外し (４)灯光の

色が不適切な灯火器及び回転灯等の取付け並びに保安基準上、装備が義務化 

されている灯火器（例：側面方向指示器）の取外し 

(５)タイヤ及びホイール（回転部分）の車体外へのはみ出し 

(６)騒音の増大を招くマフラーの切断・取外し及び騒音低減機構を容易に取り外せる等 

の基準不適合マフラーの装着 

(７)土砂等を運搬するダンプ車の荷台さし枠の取付け及びリアバンパ（突入防止装置） 

の切断・取外し 

(８)基準外のウイング（エア・スポイラ）の取付け 

(９)不正な二次架装 

『不正改造車を排除する運動』について 
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(10)大型貨物自動車の速度抑制装置の取外し、解除又は不正な改造、変更等 

(11)ディーゼル黒煙を悪化させる燃料噴射ポンプの封印の取外し 

(12)不正軽油燃料の使用 

２．自動車整備事業者における実施事項 

「不正改造車を排除する運動」のポスターを掲示する等により、自動車ユーザーに不正改造防止を

周知し不正改造車の排除に努めるとともに、「不正改造車排除マニュアル」等を活用して、下記事

項を実施して下さい。 

(１) 不正改造車の排除のための啓発等 

  ○適正な整備・改造の推進 

  ○従業員に対する指導等 

(２) 不正改造車の排除のための情報収集等 

  ○不正改造車に関する情報等の提供 

(３) 不正改造車の排除のための取締り等 

  ○自主点検の実施 

 指定自動車整備事業者の皆さまへ 

 

 

 ラクビ―ワールドカップ特別仕様ナンバープレートの交付に係る関係省令が施行されたことに伴

い、「封印取付委託要領」（平成 18 年 10 月 4 日付国自管第 86 号）が一部改正 

(平成 29 年 2 月 28 日付:国自情整 242 号)になり、甲種受託者から再委託された指定整備事業者にお

いては、変更・移転登録（乙種及び丙種の販売する自動車を除く）、再交付、番号変更、交換が委託

の範囲に追加されました。 

 この取り扱いは、平成 29 年 4 月 1 日より施行されており、国土交通省及び一般財団法人 関東陸

運振興センターから下記のとおり通知がありましたので、お知らせします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

指定整備事業者における封印取付委託要領の変更について
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2017/4/1～

再委託範囲

方　式

甲種受託者への提示一覧

 新規登録(新車) 車両法 7条3項 ×

 新規登録(中古車) 車両法 7条3項 ○ 譲渡証明書（写）等及び保安基準適合証（写）等

 移転登録 車両法 14条 ○

 変更登録 車両法 14条 ○

 再交付 ・ 交換 車両法 １１条２項
○

（管轄内）
承認印のある再交付・交換申請書（写）

 番号変更 登録令 43条
○

（管轄内）
登録事項等通知書及び旧自動車検査証（写）

 封印き損・滅失の再封印 車両法 １１条４項 ○

 整備取外しの再封印 車両法 １１条６項 ○

新規 ： 自ら販売

移転 ・ 変更 ： 但し、乙種及び丙種構成員が販売する自動車を除く

再交付 ・ 交換 ・ 再封印

　出張封印方式

登録の種別

甲種受託者から指定整備事業者への再委託による封印引き渡しにおける確認書類等の提示一覧

◆　なお、詳細につきましては、一般財団法人　関東陸運振興センター　山梨支部　までお問い合わせください。　　 

※上記 表中の封印引き渡しにおける提示書類の趣旨は、それぞれ完検証（写）・保安基準適合証（写）等については現車提示省略、

　譲渡証明書（写）等・登録事項等通知書及び旧自動車検査証（写）については乙・丙種の販売、の確認。

　また、等とはその提示書類と同様の確認ができるもの。（保安基準適合証（写）等＝自動車予備検査証・限定自動車検査証・限定保安

　基準適合証、譲渡証明書（写）等＝登録事項等通知書及び旧自動車検査証（写））

譲渡証明書（写）または、登録事項等通知書及び

旧自動車検査証（写）

顧客からの整備依頼の書面及び取り外した状況

を示す写真
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 指定自動車整備事業者の皆さまへ 

 

一般社団法人日本自動車整備振興会連合会では、｢継続検査 OSS｣および｢保適証サービス｣の運用開

始に伴い平成 29 年 4 月 1日(土)より｢日整連自動車情報サイト｣を開設しました。 

同サイトでは｢保適証サービス｣がご利用いただけるほか、今後｢継続検査 OSS｣申請手続きが可能と

なる｢OSS 申請共同利用システム(AINAS)｣がご利用いただけます。 

なお、｢OSS 申請共同利用システム(AINAS)｣のご利用につきましては、現在準備中です。 

 

 

 

 

 

 → 

 

 

 

 

 

日整連ホームページ             継続検査ＯＳＳ関連窓口 

  

４月１日からＯＳＳが運用開始されておりますが、継続検査（車検）等の際に指定整備事業者が

交付する保安基準適合証情報や自賠責保険情報を電子的に登録情報処理機関に提供すること等に

ついて、あらかじめ自動車ユーザーに承諾を得ておく必要があります。 

「日整連自動車関連情報サイト」において、継続検査（車検）等の際に利用する確認書及び承諾

書が掲載されておりますのでご確認ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

日整連が運営する｢日整連自動車情報サイト｣について 

継続検査ＯＳＳ等の際に使用する承諾書について 
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国土交通省より、電子保安基準適合証による支局等窓口での継続検査申請を実施する際の検査登

録手数料の納付方法（検査登録印紙の貼付）について、手数料納付書等への貼付の他、自動車検査

証の余白部に検査登録印紙を貼付することでも差し支えないとすること等について、下記のとおり

通知がありましたので、お知らせします。 

１．改正概要 

 （１）現在のところ指定整備工場が行う継続検査の申請手数料は、通達により保安基準適合証の

余白部へ自動車検査登録印紙を貼付して納めている。 

平成２９年４月から継続検査申請において、電磁的に保安基準適合証（電子適合証）が提出

されることになっており申請書面のペーパーレス化が図られる。 

 現行制度では電子適合証が提出された場合、紙の手数料納付書に印紙を貼付して納めること

でしか対応できないため、資源の削減や手続き書面のスリム化のために申請書面の電子化を

進める立場に逆行することになる。 

このため、継続検査申請において電子適合証が提出される場合は、申請に際して必ず提出さ

れる自動車検査証の余白部に自動車検査登録印紙を貼ることで手数料納付を可能とする。 

  （２）登録業務については自動車登録業務等実施要領及び電子情報処理組織による自動車登録

検査機械処理要領へ規定されている項目があるため、必要な整理を行った。 

 

２．スケジュール 

   公布 ： 平成２９年４月１０日   施行 ： 平成２９年４月１０日  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「保適証サービス」ご利用時の自動車検査登録印紙の貼付について
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標記について、日整連から下記のとおり通知がありましたので、お知らせします。 

「自動車損害賠償保障法施行規則の一部を改正する省令の施行に伴う事務の取扱いについて」の

一部改正により、自動車損害賠償責任保険証明書の写しの提出に代えて、保安基準適合証の余白部

分に記載する自動車損害賠償責任保険の情報から、「保険契約者名」が削除された様式（別添参照）

に変更されましたが、本件については、通達上、「様式については、当分の間、なお従前の例によ

ることができる。」とされていることから、従前様式の使用も認められており、また、新様式に保

険契約者名を含めて記載（保険会社欄に契約者を含めて記載）したとしても差支えないことを、あ

わせてお知らせします 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自動車登録番号標等の返納等について 

お客様が旧番号標の記念所蔵を希望する場合には、窓口で事前に申し出て下さい。後からの申し

出には対応できかねる場合がありますのでご協力の程、よろしくお願いいたします。 

また、ナンバーセンターでの「破壊サービス」は当面の間、下記の場合のみとさせていただきます。 

 

 

１．同一番号再交付・交換申請・番号変更で旧番号標の記念所蔵を希望する場合 

２．抹消登録を行う際に、シート式番号標（ラグビーナンバー等）の記念所蔵を希望する場合 

３．番号が変わる際に、旧番号標（シート式に限る）の記念所蔵を希望する場合 

 

上記以外で、記念所蔵を希望する場合には、所有者が破壊を行うこととなります。ナンバーセン

ターでの破壊サービスはお受けできませんのでご理解、ご協力の程、よろしくお願いいたします。 

なお破壊を行わず不正使用等が認められた場合には、道路運送車両法第 98 条により違反となりま

す。 

※ ｢破壊サービス｣とは、ナンバーの記念所蔵を希望する際に、番号標左上部分(番号標取付け穴

位置)に直径４１ミリの穴開けをおこない、旧番号標を所有者に返付をおこなうことです。 

一般財団法人 関東陸運振興センター 

保安基準適合証用紙の様式の変更について 

一般財団法人 関東陸運振興センターからのお知らせ 

【ナンバーセンターでの破壊サービス】 
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【内容】損害賠償をしてトラックを返して欲しい 

・車名：トラック ・登録年月：平成１０年頃 ・走行距離：不明 

相談日：平成２８年２月５日 

トラックを平成１４年頃、知人から購入。タイヤ販売店の紹介で、Ａ自動車整備工場に車の整備を

依頼するようになる。平成２５年にＡ自動車整備工場から軽トラックの購入案内があったが、断っ

た。平成２６年１０月、トラックの車検を実施。平成２７年８月にオーバーヒートしてＡ整備工場

にレッカー移動を依頼した。同月、Ａ整備工場から軽トラックを購入し乗り始めた。オーバーヒー

トしたのは水を抜いてあったせいではないか。損害賠償をしてトラックを返して欲しい。購入した

軽トラックは以前案内があり、断った軽トラックではないか。 

【対応】  

平成２６年１０月の車検後から、平成２７年８月にオーバーヒートするまでの車の使用状況を確認

した。「毎日使用していた」とのことだったので、水が抜かれていたのであれば、車検後のもっと

早い時期にオーバーヒート若しくはエンジン破損となると思われると説明。トラック購入後、一度

も冷却水の交換をしていないらしいので、エンジン冷却系統のトラブル等を説明。また、日常点検・

定期点検の有無を確認すると「行っていない」とのことであったため、それらを行っていれば防げ

たトラブルだったのではないかと説明した。それらのことを考えると、損害賠償は請求できないと

思われる。トラックをレッカーで搬入した時に、修理依頼をしたのか確認したところ「していない」

とのこと。実際には同意し契約書にて正式に取引をしているため、壊れた自動車は廃車等の手続き

が行われるのは当然のことであり、依頼者が修理依頼をその時にしなければいけないのでは、と説

明した。また、自動車の保守管理もユーザーの責任と説明し相談を終了した。Ａ整備工場に確認し

たところ、販売した軽トラックは最初に案内した物とは別な物であり、代金は一部未払いとのこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

全国の整備相談所に寄せられた整備相談事例 Vol.64 
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スペアタイヤ格納具脱着作業時の注意事項について 
トヨタ自動車株式会社 

 

スペアタイヤ格納具の床下搭載車両において、定期点検等でタイヤの外観ならびに空気圧を点
検するため、格納具のボルト/ナットを脱着しますが、締め付け不足の状態で使用されますと、
タイヤがガタついて、走行中に外れるおそれがあります。 
つきましては、スペアタイヤ格納具の脱着作業時の注意点をお知らせしますので、確実な点検
整備の実施をお願いいたします。 
トヨタ車以外の車両で取付け構造が同じであれば、同様な点検整備の実施をお願いします。 

 

■対象車両 

（トヨタ車） 

ハイエース、レジアスエース、グランビア、ハイエースレジアス、グランドハイエース、
イプサム、ナディア、ガイア、エスティマ、アルファード、ヴェルファイア、ノア、          
ヴォクシー、タウンエース、ライトエース、アイシス、プロボックス、サクシード、         
パッソセッテ、ピクシスバン・トラック 

 

■スペアタイヤ格納具の脱着作業時の注意点 

スペアタイヤ格納具は、下図のようにボルト、パイプ、フックまたは、フック、ナットの方式
で固定されています。組付け時にはボルトにパイプを必ず通し、フックにボルト/ナットが嵌合 

 

＜注意点＞ 

１．ボルト/ナットの締め付け 

 ・ボルトを締め付ける前に、ボルトにパイプがセットされていることを確認してください。 

  ※タウンエースバン、ライトエースバン、ピクシスバン・トラックにはパイプがありま 

せん。 
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・ボルト/ナットは下記トルクで締め付けてください。 

締め付けトルク 

・グランビア、ハイエースレジアス、グランドハイエース、ピクシス トラック 

   30 N・m（306 kgf・cm） 

  ・その他の車種 

   18 N・m（184 kgf・cm） 

  ・トヨタ車以外は FAINES 等で修理書を参照してください。 

・パイプのガタがなくなっていることを確認してください。ガタの確認ができない場合は、 

ボルトの先端が格納具に当たっていることを確認してください。 

   ・本締めはインパクトレンチを使用せず、ホイールナットレンチで行ってください。 

インパクトレンチで本締めを行うと、 

格納具を損傷する恐れがあります。 

 
 
 

   パイプがた確認方法 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

２．タイヤの固定状態 

   ・フックに格納具が正しくセットされ、確実に固定されているかタイヤをゆすって 

確認してください。 

 
 
 
 
 
 
 
 

                       タイヤ固定確認方法 
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車輪脱落事故に関する注意事項（再徹底！） 
入庫した車両については十分な点検整備を実施し、安全安心をお届けしましょう。 
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＊締めすぎには注意して下さい。ボルト、ナットの破損につながります。 
 
＊締付はトルクレンチを使い、適正トルクで締め付けましょう。 
 


